
令和6年12月10日

４．情報ネットワークシステム
による情報連携
②法令上の根拠

<提供ができる根拠規定>
番号法第19条第8号　別表第二（第16、26、56
の2、87、116項）
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（以下
「別表第二の主務省令」という。）　第12条、第
19条、第30条、第44条、第59の2条
<照会ができる根拠規定>
番号法第19条第8号　別表第二（第108、109、
110項）
別表第二の主務省令第55、55の2、55の3条

番号利用法第19条第８号に基づく主務省令第２
条の表
（情報提供の根拠）
42の項、80の項、125の項、144の項及び161の
項
（情報照会の根拠）
144の項、145の項及び146の項

事前

令和6年12月10日 Ⅳリスク対策 8、11を新規に記載 事前

令和3年9月1日

４．情報ネットワークシステム
による情報連携　②法令上の
根拠

番号法第19条第7号 番号法第19条第8号 事後

令和6年12月10日
 ３．個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という。）第9条第1項　別表第一の84の項
・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定めた事務を定める命令第60条

番号利用法別表　117の項 事前

令和1年6月28日 Ⅳリスク対策 追加 事後

令和3年9月1日 公表日 令和1年6月28日 令和3年9月1日 事後

令和1年6月28日
Ⅱしきい値
１.対象人数

平成27年12月1日時点 平成31年4月1日時点 事後

令和1年6月28日 ２．取扱者数 平成27年12月1日時点 平成31年4月1日時点 事後

令和1年6月28日
７．特定個人情報の開示・訂
正・利用停止請求

三股町福祉課 三股町福祉課社会福祉係 事後

令和1年6月28日
８．特定個人情報ファイルの
取扱いに関する問い合わせ

三股町福祉課 三股町福祉課社会福祉係 事後

令和1年6月28日
４．情報ネットワークシステム
による情報連携

以下、追加
<提供ができる根拠規定>

事後

令和1年6月28日
５．評価実施機関における担
当部署

福祉課長　岩松　健一 課長 事後

令和1年6月28日

Ⅰ関連情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務

総合福祉システム、共通宛名システム、中間
サーバー、住民基本台帳ネットワークシステム

・総合福祉システム
・団体内統合宛名システム
・番号連携サーバー
・中間サーバー

事後

令和1年6月28日 ３．個人番号の利用 ・番号法第9条第2項に関する条例案 削除 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年6月28日
個人のプライバシー等の権利
利益の保護の宣言

本町は、 三股町は、 事後

令和1年6月28日 公表日 平成27年12月28日 令和1年6月28日 事後

令和1年6月28日 評価実施機関名 三股町 三股町長 事後


